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漁場計画（第五種共同漁業：内水面） 
 
１．免許の内容たるべき事項および関係地区 

公示番号 
免許の内容 制限または

条件 
関係地区 存続期間 

漁業種類 漁業の名称 漁業の時期 漁場の位置 漁場の区域 

内共 

第1号 

第五種 
共同漁業 

 

にじます、
あまご、い
わな漁業 

1月1日から 
12月31日まで 

 

大津市地先

大石川筋 

大津市大石龍門町地先にある通称大森

の棚堰から上流の同町地先にある塩水

橋の 200ｍ上流に設置している府県漁

業協同組合境界標示板までの大石川 

－ 大津市田上稲津町、

稲津一丁目～五丁

目、黒津一丁目～五

丁目、太子一丁目～

二丁目、田上関津

町、関津一丁目～六

丁目、大石龍門町、

大石龍門一丁目～六

丁目、大石曽束町、

大石曽束一丁目～五

丁目、大石東町、大

石東一丁目～七丁

目、大石淀町、大石

淀一丁目～三丁目、

大石富川町、大石富

川一丁目～四丁目 

平成25年9月1日から

平成35年8月31日まで 

内共 

第2号 

第五種 
共同漁業 
 

にじます、あ

まご、いわな

漁業 

1月1日から 
12月31日まで 

 

大津市地先
信楽川筋 

大津市大石東町字梅原にある河川管理

境界標示板から上流の同市大石富川町

地先にある通称尾越の棚までの信楽川

および信楽川と加河川との合流点から

奥加河橋直下にある奥加河井堰までの

加河川 

 

－ 同上 平成25年9月1日から

平成35年8月31日まで 

 



漁業権の種類 

種 類 内 容 
権利等  
保有者 

期間 備考 

定 置 漁 業 権 

※ 本県に 
該当なし 

漁具を定置して営む漁業
であって、身網の設置場所
が水深 27メートル以上の
もの（瀬戸内海の桝網、陸
奥湾の桝網・落網は除く。）
および北海道においてサ
ケを主たる漁獲物とする
もの。 

経営者（直接
当 該 漁 業 を
営む者） 

5 年 

 

（
団
体
漁
業
権
） 

共 

同 

漁 

業 

権 

第 一 種 藻類、貝類、その他定着性
水産物を目的とする漁業。 
(例）しじみ、いけちょうが
い、からすがい、たにし漁
業 

漁 協 ま た は

漁連 
10 年 

 共同漁業権は一
定の水面を共同
に利用して一定
の漁業を営む権
利。 

 内 水 面 に お け
る 第 五 種 共 同
漁 業 権 は 、 増
殖 を す る 場 合
で な け れ ば 設
定できない。 

 琵 琶 湖 周 辺 の
一 部 の 内 湖 に
お い て は 、 増
殖 義 務 の な い
第 五 種 共 同 漁
業 権 が 設 定 さ
れ て お り 、 活
用 漁 業 権 が あ
る 場 合 に の み
切 り 替 え が 可
能。 

第 二 種 網漁具を移動しないよう
敷設して営む漁業で定置
漁業以外のもの。 
(例)小型定置網漁業、やな
四手網漁業 

第 三 種 
 

※ 許 可 漁
業で対応 

地びき網漁業 

第 四 種 
 
※ 本 県 に
該当なし 

寄魚漁業、島付こぎ釣漁業 

第 五 種 
 

内水面において営む漁業
で、第一種共同漁業以外の
もの。 
(例）あゆ、にじます、あま
ご、いわな漁業。 
 こい、ふな、もろこその
他雑魚漁業。 

（
団
体
漁
業
権
・
個
別
漁
業
権
） 

区 

画 

漁 

業 

権 

第 一 種 一定の区域内で石、かわ
ら、竹、木等を敷設して営
む養殖業。 
(例)真珠養殖業、小割式魚
類養殖業 

団 体 漁 業 権
は 漁 協 ま た
は 漁 連 に 免
許 
 
個 別 漁 業 権
は 当 該 漁 業
を 営 む 者 に
直接免許 

第 1 種の

真 珠 養 殖

業 お よ び

第 2 種は

10 年、ほ

かは 5 年 

 区画漁業権は一
定の区域内にお
いて養殖業を営
む権利。 

 このうち、真珠、
真珠母貝、小割
式、ひび建、藻
類、カキ、地ま
き式貝類養殖業
で、漁協または
漁連が管理する
漁業権を団体漁
業権という。 

第 二 種 
 
※ 本 県 に
現 行 免 許
なし 

土、石、竹、木等により囲
まれた一定の区域内で営
む養殖業。 
(例)築堤式、網仕切り式養
殖業、ため池養殖業 

第 三 種 

※本県に
該当なし 

一定の区域内で営む養殖
業で、上記以外のもの。 
(例)地まき式養殖業 

 



堅田内湖

滋賀県における免許漁業の漁場位置図（R4.8.1現在）

第一種共同漁業

第二種共同漁業（小型定置網漁業）

〃 （やな漁業）

第五種共同漁業（内湖）

第一種区画漁業（小割式魚類養殖業）

〃 （真珠養殖業）

〃 （真珠母貝養殖業）

第五種共同漁業（河川）

野洲川

愛知川

犬上川

姉川

天野川

安曇川

西の湖

石田川

余呉湖

日野川

大戸川

高島鴨川

信楽川

大石川

平湖・柳平湖

蓮池

北沢沼

野田沼

知内川

塩津大川

高時川

天増川

寒風川

針畑川

琵
琶
湖
海
区

内水面



令和５年（2023年）の漁業権一斉切替スケジュール

水産課

琵琶湖海区
漁業調整委員会

滋賀県内水面
漁場管理委員会

要望調査
（文書照会）

漁場計画案作成 漁場計画案の諮問

公聴会
（関係者から意見聴取）

答申

漁場計画樹立・公示

適格性審査（個別漁業権）
優先順位の決定

免許の可否諮問

答申

漁業権免許
行使規則認可

遊漁規則認可・公示

漁場計画素案
作成

関係機関等

4月

11月

1月

8月

5月

3月

7月

（法第64条第4項）

（法第64条第5項）

（法第64条第6項）

（法第72条）

（法第70条）

（法第69条）

（法第70条）

（法第69条）

要望聴取
（面会）

漁場区域
測量・確認

樹立方針
策定

漁場計画決定

協議

（法第106条第7項）

（法第106条第7項、第170条第1項）

(令和4年度）

漁場計画
原案作成

（法第64条第1項）

事前協議（漁業
調整上の支障）

事前協議
（公益上の支障）

10月

(令和5年度）

4月

※意見聴取の実施は法改正により新設

免許申請
行使規則・遊漁規則認可申請

受付

意見聴取実施
の事前報告

意見聴取
実施

※スケジュールは目安です。漁業調整その他の事情により変更となる事があります。

意見聴
取結果
検討・
公表 （法第64条第2項）

（第170条第1,7項）

法定
手続

その他
手続

今回の手続き

増殖指針の策定・公表

申請手続き説明


